
１４ 感染症等の予防対策

職場の衛生管理担当の方へ 〈岡山県からのお知らせ〉

結 核 に ご 用 心 !
＝結核は今でも身近な感染症です＝

岡山県内では近年、毎年新しく結核と診断されている方は約 300 人余、
結核の健康管理を受けている方は約 700 人います。決して過去の病気ではないのです。

長引くせき たん 血たん 胸痛 発熱 体重減少
・・・こんな症状があったら、「結核」も疑って

医療機関で受診するよう勧め、早期発見に努めましょう!

事業主の方は結核健康診断を実施し、保健所へ報告する義務があります。
裏面の様式をコピーして報告にご利用ください。（FAX 可）

抄
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年 10 月 2 日法律第 104 号）

(定期の健康診断）
第 53 条の 2 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定する事業者（以下この章及び第 12
章において「事業者」という。）、 学校（専修学校及び各種学校を含み、修業年限が 1 年未満のものを除く。以下
同じ。）の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの（以下この章及び第 12 章において「施設」という。）の
長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施
設に収容されている者（小学校就学の始期に達しない者を除く。）であって政令で定めるものに対して、政令で定め
る定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

（通報又は報告）
第 53 条の 7 健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断（第 53 条の 4 又は第 53 条の 5
の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。）につき、受診者の数その他厚生労働省令で定め
る事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長（その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であ
るときは、保健所長及び市長又は区長）を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

●結核定期健康診断の対象者及び回数
①事業所における従事者への定期の健康診断

学校（専修学校及び各種学校を含み幼稚園を除く）
病院・診療所等の医療機関、老人保健施設、社会福祉施設（※）の従事者・・・年 1 回

②学校長が行う学生又は生徒への定期の健康診断
高校以降の年次の者・・・入学した年度
（大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校（修業年限 1 年未満除く））

③施設長が行う収容者への定期の健康診断
刑事施設（拘置所・刑務所）・・・20 歳以上の収容者 年 1 回
社会福祉施設（※）・・・65 歳以上の入所者 年 1 回

※社会福祉施設

救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

障害者支援施設、婦人保護施設

■お問い合わせは各保健所保健課・支所へ（連絡先は下記をご覧ください）
地 域 保健所・支所 住 所 電話番号 FAX 番号

玉野市・瀬戸内市・吉備中央町 備 前 〒 703-8278 岡山市中区古京町 1-1-17 086-272-3934 086-271-0317
備前市・赤磐市・和気町 東 備 〒 709-0492 和気郡和気町和気 487-2 0869-92-5180 0869-92-0100
総社市・早島町 備 中 〒 710-8530 倉敷市羽島 1083 086-434-7024 086-425-1941
笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町 井 笠 〒 714-8502 笠岡市六番町 2-5 0865-69-1675 0865-63-5750
高梁市 備 北 〒 716-8585 高梁市落合町近似 286-1 0866-21-2836 0866-22-8098
新見市 新 見 〒 718-8550 新見市高尾 2400 0867-72-5691 0867-72-8537
真庭市・新庄村 真 庭 〒 717-0013 真庭市勝山 591 0867-44-2990 0867-44-2917
津山市・鏡野町・美咲町・久米南町 美 作 〒 708-0051 津山市椿高下 114 0868-23-0163 0868-23-6129
美作市・勝央町・奈義町・西粟倉村 勝 英 〒 707-8585 美作市入田 291-2 0868-73-4054 0868-72-3731
岡山市 岡山市 〒 700-8546 岡山市北区鹿田町 1-1-1 086-803-1262 086-803-1758
倉敷市 倉敷市 〒 710-0834 倉敷市笹沖 170 086-434-9810 086-434-9805
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様

(実施義務者)

所在地

1 名称

2 代表者名

3 連絡先　ＴＥＬ　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

（担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入 学 年 度

１ 年 生 （ 高 校 生 以

上 ）

平成　　　年度結核定期健康診断実施報告書

岡 山 市 長

倉 敷 市 長

岡山県知事

受　診　し　た

検診機関又は医療機関名

医療機関

従 事 者対　　象　　者　　の　　区　　分 従 事 者 従 事 者

学校 社会福祉施設 刑事施設

収 容 者
（65歳以上)

収 容 者
（ 20 歳 以 上 )

介護老人
保健施設

従 事 者

区  分

平成　　　年　　　月　　　日

上 ）

結核定期健康診断未実施の場合、その理由をお知らせください。

対 象 者 数

（報告期限）：翌年度の4月１０日までに提出してください。

事後措置

被発見者
数

（提出先）事業所所在地を管轄する保健所保健課・支所（裏面連絡先を参照してください）(FAX可）

胸部直接 撮影 者数

喀 痰 検 査 者 数

精密検査 受診 者数

受 診 者 数

※期限を待たず、できるだけ速やかにご報告くださいますようお願いします。

一次検査

胸部間接 撮影 者数

結 核 患 者

結核発病のおそれが
あると診断された者

要精密検査対象者数
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新型インフルエンザ対策について

○ 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとは異な

る新型のウイルスが出現することにより発生しています。

ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行

（パンデミック）となる可能性があります。

病原性が高く感染力が強い新型インフルエンザの発生・流行は多数の県民の生命・健

康に甚大な被害を及ぼすほか、社会・経済活動の縮小・停滞を招くことが危惧されてい

ます。

新型インフルエンザの発生・流行に備え、自治体や企業、さらには県民一人一人が正

しい知識を持ち、必要な準備を進め、実際に新型インフルエンザが発生した際に、適切

に対応することが大切です。

インフルエンザＱ＆Ａ（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

○ 国は、「新型インフルエンザ対策行動計画」を平成１７年に策定後、数次の改定を行

っています。現在の行動計画は平成２３年９月に改定されたものであり、この計画では、

平成２１年に発生した新型インフルエンザ対策の経験等を踏まえ、病原性・感染の程度

等に応じ、実施すべき対策を決定することとしました。

新型インフルエンザ対策行動計画（内閣官房）

新型インフルエンザ等対策ガイドライン（内閣官房）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html

○ 平成２５年４月に政府行動計画の実効性を更に高め、新型インフルエンザ発生時に、

国民の生命・健康を保護し、国民生活・経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行されました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等（内閣官房）

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/120511houritu.html
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＜新型インフルエンザ等対策特別措置法＞

（感染を防止するための協力要請等）

第４５条 （略）

２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフル

エンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び

国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ

等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間

において、学校、社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用されるものに

限る。）、興行場（興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第１条第１項に規定す

る興行場をいう。）その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者

又は当該施設を使用して催物を開催する者（次項において「施設管理者等」とい

う。）に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しく

は停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

３、４ （略）

＜新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令＞

（使用の制限等の要請の対象となる施設）

第１１条 法第４５条第２項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のと

おりとする。ただし、第３号から第１３号までに掲げる施設にあっては、その建

築物の床面積の合計が１，０００平方メートルを超えるものに限る。

一 （略）

二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所によ

り利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短

期間の入所の用に供する部分に限る。）

三～十四 （略）

２ （略）
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＜新型インフルエンザ等対策ガイドライン＞

別紙

施設使用制限の要請等の対象であるａ、ｂの施設一覧

施設の種類 根拠規定

ａ 学校（ｂに掲げるものを除く。）

（略）

ｂ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。）

1 生活介護事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項

2 短期入所事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項

3 重度障害者等包括支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項

4 自立訓練（機能訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

5 自立訓練（生活訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

6 就労移行支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項

7 就労継続支援（Ａ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

8 就労継続支援（Ｂ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

9 児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第2項

10 医療型児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第3項

11 放課後等デイサービスを行う施設 児童福祉法第6条の2第4項

12 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号

13 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉法第31条

14 盲人ホーム 昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成18年8月
15 日中一時支援事業を行う施設 1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙「地域生活支援

事業実施要綱」

16 通所介護を行う施設 介護保険法第8条第7項

17 通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条第8項

18 短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条第9項

19 短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条第10項

20 特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第11項

21 認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条第17項

22 小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条第18項

23 認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第19項

24 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第20項

25 複合型サービスを行う施設 介護保険法第8条第22項

26 介護予防通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第7項

27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条の2第8項

28 介護予防短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条の2第9項

29 介護予防短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条の2第10項

30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第15項

31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条の2第16項

32 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条の2第17項

33 地域支援事業を行う施設 介護保険法第115条の45

34 老人デイサービス事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第3項

35 老人短期入所事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第4項

36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第5項

37 複合型サービス福祉事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第7項

38 老人デイサービスセンター 老人福祉法第20条の2の2

39 老人短期入所施設 老人福祉法第20条の3

生活保護法第38条第5項
40 授産施設

社会福祉法第2条第2項第7号

41 ホームレス自立支援センター ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条

42 放課後児童健全育成事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第2項

43 保育所 児童福祉法第39条

44 児童館 児童福祉法第40条

45 認可外保育所 児童福祉法第59条の2

46 母子健康センター 母子保健法第22条

97



岡山県新型インフルエンザ対策行動計画の策定について

○ 県ではこれまで「岡山県新型インフルエンザ対策行動計画」（平成１７年度）を策定

後、２１・２３年度に改訂し、感染の拡大を最小限にとどめるための具体的な対策を定

めてきました。

○ 平成２５年１１月１５日、平成２５年４月に施行された新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成２４年法律第３０号）等に新たに定められた各種対策等を県行動計画に

盛り込む改訂を行い、同法第７条第１項に基づき「岡山県新型インフルエンザ等対策行

動計画」を作成しました。

岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画の概要

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/354928_1837783_misc.pdf

岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画（全体版）

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/354928_1837786_misc.pdf
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岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画の概要

○ 感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命・健康を保護する。

○ 県民生活・経済に及ぼす影響が最小となるようにする。

参考 ： 流行規模・被害想定

○発病率 全人口の約25％

○医療機関受診患者数

20万人～38万人

○死亡者 2,600人～1万人

○従業員の欠勤 最大40％程度

（ピーク時の約２週間）

※過去に大流行したインフルエンザの

データ等を参考に国が推計したものに

準じ想定しており、抗インフルエンザ

ウイルス薬等による介入の影響、現在

の医療体制等を一切考慮していない。

○ 市町村 区域内の対策の総合的推進、住民接種など

役割分担

背 景

医療提供の医療提供の医療提供の医療提供の

キャパシティキャパシティキャパシティキャパシティ

医療体制の

強化

ピーク時患者数

等を小さくする

ピークを

遅らせる

時間

患

者

数

等

対策の効果対策の効果対策の効果対策の効果 概念図概念図概念図概念図

○ 新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流行とな

り大きな健康被害と、社会的影響をもたらすおそれがある。とりわけ高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）の変異による新型インフルエンザの発生が懸念されている。

○ これまで「岡山県新型インフルエンザ対策行動計画」（平成17年度）を策定後、21・23年

度に改訂し、感染の拡大を最小限にとどめるための具体的な対策を定めてきた。この度、新

型インフルエンザ 等対策特別措置法等に基づき改訂を行う。

目 的

県民生活・経済に及ぼす

影響が最小となるようにする

○ 県 県内の対策の総合的推進、医療体制の確保やまん延防止など

○ 保健所設置市 感染症法により地域医療体制の確保やまん延防止に関し県に

準じた役割を果たすことが求められる

○ 指定（地方）公共機関 発生時の医療確保や電気・ガス等の安定供給等

○ 登録事業者 発生時の業務継続など

○ 医療機関 発生時の診療継続など

○ 県民 個人での感染対策実施など

○ 一般事業者 職場での感染対策実施など
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下線部はこの改訂により追加された措置 

 

発生段階ごとの対策（概要） 

 

 

 

          

            ○指定地方公共機関の指定（県） 

            ○特措法等にそった行動計画等の作成（県、市町村、指定(地方）公共機関） 

            ○感染症や公衆衛生に関する情報提供（県、保健所設置市） 

            ○抗インフルエンザウイルス薬の備蓄（県） 

             ○医療体制の整備（県） 

            

 

 

  ○対策本部の設置（県） 

             ○海外の発生情報の収集（県） 

○新型インフルエンザ等患者の全数把握開始（県、保健所設置市） 

             ○コールセンターの設置（県、市町村） 

○帰国者接触者相談センター、帰国者接触者外来の設置（県、保健所設置市） 

             ○事業継続に向けた準備（指定（地方）公共機関） 

 

       

 

            

                

○発生状況等の情報収集（県） 

○コールセンターの継続（県、市町村） 

○県民への咳エチケット等の勧奨（県、保健所設置市） 

○住民接種の開始（市町村） 

○帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来の継続（県、保健所設置市） 

        ○感染症指定医療機関等での入院受入れ（県、保健所設置市） 

○緊急事態宣言 …… ・不要不急の外出自粛要請（県） 

・施設の使用制限等の要請、指示（県） 

・医療等の確保、電気・ガス・水の安定供給、運送等の 

確保（指定（地方）公共機関） 

・指定地方公共機関への緊急物資運送等の要請・指示(県) 

・臨時の医療施設の設置（県） 

○備蓄抗インフルエンザウイルス薬使用（県） 

              ○医療従事者への従事要請等・補償等（県） 

 

           

                        

                               

  

事前の準備 

国内発生遅延と早期発見、国内発生に備えた体制整備 

流行を遅らせるための感染対策、感染拡大に備えた体制整備 

被害軽減、ライフライン等の事業活動継続 

第二波への備え、医療体制、社会経済活動の回復 

未

発

生

期

 

海

外

発

生

期

 

国

内

発

生

早

期

 

国

内

感

染

期

 

小

康

期

 

県

内

未

発

生

期

 

県

内

発

生

早

期

 

県

内

感

染

期
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食中毒

冬は特にご注意！
食品を取扱う方々へ

厚生労働省

ノ
ロウイ ル

ス

ノロウイルスによる食中毒は、

患者数で第１位 大規模な食中毒に
なりやすい

※出典：食中毒統計（平成20～24年の平均。病因物質が判明している食中毒に限る）

ノロウイルス
53％
12,529人

その他

11,238人

ノロウイルス 36.8人

その他 13.6人

原因別の食中毒患者数（年間） 食中毒１件あたりの患者数

冬期に多い

その他
の月
104件 11～2月

70％
237件

ノロウイルス食中毒の
発生時期別の件数（年間）

食中毒は夏だけではありません。
ウイルスによる食中毒が

多発しています!!!

ノロウイルスによる食中毒予防のポイント

塩素消毒
洗剤などで十分に洗浄し、
塩素濃度200ppmの次亜
塩素酸ナトリウムで浸し
ながら拭く。
※エタノールや逆性石鹸はあまり
効果がありません。

※洗剤などで十分に洗浄し、熱湯
で加熱する方法も有効です。

○洗うタイミングは、
◎トイレに行ったあと
◎調理施設に入る前
◎料理の盛付けの前
◎次の調理作業に入る前

○汚れの残りやすいところを
ていねいに
◎指先、指の間、爪の間
◎親指の周り
◎手首

○普段から感染しないように
食べものや家族の健康状態
に注意する。

○症状があるときは、食品を
直接取扱う作業をしない。

○症状があるときに、すぐに
責任者に報告する仕組みを
つくる。

健康管理 手洗い 消毒

調理器具の作業前などの調理する人の

詳しい情報は、厚生労働省ホームページ 「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

ノロウイルスＱ＆Ａ 検索

による

冬に
データでみると
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ノロウイルスの感染を広げないために

＊濃度によって効果が異なりますので、正しく計りましょう。

食器、カーテンなどの

消毒 や拭き取り

200ppmの濃度の塩素液

おう吐物などの 廃棄

（袋の中で廃棄物を浸す）

1000ppmの濃度の塩素液

製品の濃度 液の量 水の量 液の量 水の量

１２％（一般的な業務用） ５ml ３Ｌ ２５ml ３Ｌ

６％（一般的な家庭用） １０ml ３Ｌ ５０ml ３Ｌ

１％ ６０ml ３Ｌ ３００ml ３Ｌ

塩素消毒の方法

製品ごとに濃度が異なるので、表示をしっかり確認しましょう。

次亜塩素酸ナトリウムは使用期限内のものを使用してください。

おう吐物などの酸性のものに直接原液をかけると、有毒ガスが発生することがありますので、
必ず「使用上の注意」をよく確認してから使用してください。

ノロウイルスによる感染について

○感染者が使ったり、おう吐物が付いたものは、他
のものと分けて洗浄・消毒します。

○食器等は、食後すぐ、厨房に戻す前に塩素液に
十分浸し、消毒します。

○カーテン、衣類、ドアノブなども塩素液などで消
毒します。

次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性があります。
金属部（ドアノブなど）消毒後は十分に薬剤を
拭き取りましょう。

○洗濯するときは、洗剤を入れた水の中で静かに
もみ洗いし、十分すすぎます。

85℃で1分間以上の熱水洗濯や、塩素液による
消毒が有効です。
高温の 乾燥機などを使用すると、殺菌効果は
高まります。

○患者のおう吐物やおむつなどは、次のような
方法で、すみやかに処理し、二次感染を防止
しましょう。ノロウイルスは、乾燥すると空中
に漂い、口に入って感染することがあります。

使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用
します。

ペーパータオル等で静かに拭き取り、塩素消
毒後、水ぶきをします。

拭き取ったおう吐物や手袋などは、ビニール
袋に密閉して廃棄します。その際、できれば
ビニール袋の中で1000ppmの塩素液に浸し
ます。

しぶきなどを吸い込まないようにします。

終わったら、ていねいに手を洗います。

おう吐物などの
食器・環境・
リネン類などの 消毒 処理

業務用の次亜塩素酸ナトリウム、または家庭用の塩素系漂白剤を
水で薄めて「塩素液」を作ります。

感染経路 症状

＜食品からの感染＞
感染した人が調理などをして汚染された食品
ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝など

＜人からの感染＞
患者のふん便やおう吐物からの二次感染
家庭や施設内などでの飛沫などによる感染

＜潜伏時間＞
感染から発症まで24～48時間

＜主な症状＞
吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が1~2日続く。
感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような
症状のこともある。
乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸い込むことによる
肺炎や窒息にも要注意。
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食中毒と同じ方法で予防できます。 「岡山県マスコット ももっち」

◎調理前、食事前、用便後は手をよく洗いましょう。

◎台所は清潔に保ち、まな板、ふきん等の調理器具は十分に洗浄消毒しましょう。

◎生鮮食品や調理後の食品を保存するときは、冷蔵庫（１０℃以下）で保管し、早めに食べまし

ょう。

◎食肉など加熱して食べる食品は、中心部まで火を通すとともに、焼き肉などの際は、生肉を

扱うはしと食べるはしを別々にしましょう。
．． ．．

◎また、乳幼児や高齢者等、抵抗力の弱い人は、生で肉を食べないようにしましょう。

気になる症状があるときは、早めに医師の診断を受けましょう。
◎主な初期症状は、「腹痛」、「下痢」などで、更に進むと水様性血便になります。

患者からの二次感染に気をつけましょう。
◎二次感染を防止するため、患者の便に触れた場合は、手をよく洗い消毒しましょう。

◎患者が入浴をする場合は、シャワーのみにするか、最後に入浴するなどしましょう。

◎患児が家庭用ビニールプールで水浴びをする場合、他の幼児とは一緒に入らないようにしま

しょう。

◎なお、患者が衛生に配慮すれば、二次感染は防止できますので、外出の制限等は必要あり

ません。
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「腸管出血性大腸菌」とは

大腸菌の多くは、人や動物の腸内に住んでいて、一般的には病気の原因になるこ

とはありません。

しかし、Ｏ157に代表される腸管出血性大腸菌は、腹痛や血便などの症状を起こす

だけでなく、乳幼児や高齢者では、貧血や尿毒症を併発して、命にかかわることもあ

ります。この菌は、牛などの家畜の腸管にいることがあり、そのふん便がさまざまな

経路で食品や水を汚染することが感染の原因につながると考えられていますが、詳

しくはまだよくわかっていません。

また、患者さんの便を介して、人から人に感染したり、食品を不衛生に取り扱ったた

めに、食品から食品へ菌が移ってしまい、感染が広がることがあります。

電話相談窓口（岡山県内の保健所）

名 称 所 在 地 電 話

備前保健所 岡山市中区古京町１－１－１７ ０８６-２７２-３９３４

岡山市保健所 岡山市北区鹿田町１－１－１ ０８６-８０３-１２６２

備前保健所東備支所 和気郡和気町和気４８７－２ ０８６９-９２-５１８０

備中保健所 倉敷市羽島１０８３ ０８６-４３４-７０２４

倉敷市保健所 倉敷市笹沖１７０ ０８６-４３４-９８１０

備中保健所井笠支所 笠岡市六番町２－５ ０８６５-６９-１６７５

備北保健所 高梁市落合町近似２８６－１ ０８６６-２１-２８３６

備北保健所新見支所 新見市高尾２４００ ０８６７-７２-５６９１

真庭保健所 真庭市勝山５９１ ０８６７-４４-２９９０

美作保健所 津山市椿高下１１４ ０８６８-２３-０１６３

美作保健所勝英支所 美作市入田２９１－２ ０８６８-７３-４０５４

岡山県健康推進課ホームページ

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/36/

岡山県感染症情報センターホームページ
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/309/

H25.7
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１５－（１） 医師及び歯科医師の資格確認
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１５－（２） 

介護支援専門員の資格管理 
 

介護支援専門員として業務に従事するためには、介護支援専門員の登録及び介護支

援専門員証（以下「専門員証」という。）の交付を受けている必要があります。 

また、平成１８年４月より専門員証の有効期間は５年間となっており、介護支援専

門員として継続して従事するためには、有効期間満了までに更新に必要となる研修を

受講、修了した上で、専門員証の更新申請手続きを行い、有効期間を更新する必要が

あります。 

専門員証の更新に必要な手続きを怠り、有効期間が満了した場合、介護支援専門員

として業務に従事できなくなるばかりか、所属する事業所の業務運営にも支障が生じ

ることになります。 

なお、専門員証の更新手続きを行わず、有効期間満了後に介護支援専門員業務に従

事した場合は、介護保険法第６９条の３９第３項の規定により、介護支援専門員の登

録が消除（取消し）となります。 

専門員証に係る資格管理（有効期間の把握・携行・研修の受講等）は、介護支援専

門員本人により当然なされるべきものではありますが、各事業所においては、所属す

る介護支援専門員並びに専門員証の交付を受けている他職種の者について、資格管理

の徹底を周知いただくとともに、研修受講に当たっての御配慮をお願いします。 

別紙資料として、更新等に係る研修一覧及び研修概要を掲載していますので、ご確

認いただき必要な研修の受講漏れがないよう御指導願います。 

 

１ 介護支援専門員を雇用する場合 
 介護支援専門員として雇用する際には、資格確認として必ず専門員証（有効期間記

載、顔写真付き）の提示を求め有効期間を確認するとともに、携行するよう指導して

ください。 

 なお、有効期間を定める前に発行された旧登録証※１しか持っていない場合、専門

員証の更新を行っていないため、介護支援専門員として業務に従事できません。 

 業務に従事した場合は、登録消除（取消）の対象となります。 

※１ 旧登録証とは、平成１８年３月３１日以前に登録された介護支援専門員に交付され、Ａ４版

と携帯用の２種で、顔写真は貼付されていません。 

 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が平成２６年９月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請

手続きを行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が平成２７年９月３０日までの介護支援専門員 

２６年度に開催する更新研修（実務経験者向け又は未経験者向け）を受講

するよう指導してください。（実務経験者向けの申込期限は、平成２６年３

月３１日、１７時必着です。） 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専

門員証の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置

できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納するよう指導してください。 
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（２）登録のみ受けている介護支援専門員 

   介護支援専門員として業務に従事するためには、登録とは別に専門員証の交付

を受けていることが必要です。専門員証の交付は、登録から５年間は随時交付可

能なため、専門員証の交付申請を行うように指導してください。なお、申請から

交付までは約１か月間を要しますのでご留意下さい。 

 

（３）更新に係る研修を未受講・未修了で、有効期間が満了した介護支援専門員 

再研修（年１回１月～３月に開催）を受講、修了後、専門員証の交付を受けれ

ば、業務に従事することができます。 

  

（４）他の都道府県で登録されている介護支援専門員 

   資格に関する各種届出・申請は、登録先の都道府県に行うことになります。（岡

山県で更新に係わる研修を受講していても、申請は登録先の都道府県に行うこと

になります。） 

   岡山県内の事業所で配置されている（配置予定も含む）場合は、岡山県への登

録の移転が可能です。 

 

２ 介護支援専門員を雇用している場合 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が平成２６年９月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請

手続きを行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が平成２７年９月３０日までの介護支援専門員 

２６年度に開催する更新研修（実務経験者向け）を受講するよう指導して

ください。（実務経験者向けの申込期限は、平成２６年３月３１日、１７時

必着です。） 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専

門員証の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置

できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納するよう指導してください。 

 

３ 介護支援専門員の受講すべき研修・各種届出について 
介護支援専門員が受講しなければならない研修の案内、必要な届出（氏名・住所

変更等）等については、岡山県保健福祉部長寿社会課のホームページに掲載してい

ますので、ご確認いただき、従事する介護支援専門員にご周知ください。 

URL：http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 

 

その他ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。 

〒７００－８５７０（住所不要） 

岡山県保健福祉部長寿社会課 長寿社会企画班 

   ケアマネ登録係 

   ＴＥＬ ０８６－２２６－７３２６（直通） 

   ＦＡＸ ０８６－２２４－２２１５ 
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研修名 対象者
受講地

（都道府県）
研修時間

開催時期
（予定）

受付
（予定）

①実務研修 介護支援専門員実務研
修受講資格試験合格者

受験地 ４４時間 年１回

1月～3月 12月

②実務従事者基礎研修 実務に就いている者
で、経験年数１年未満
の者

勤務地 ３３時間 年１回

11月～12月 9月～10月

③専門研修課程Ⅰ 実務に就いている者
で、経験年数６ヶ月以
上の者

勤務地 ３３時間 年１回

5月～8月 2月～3月

④専門研修課程Ⅱ 実務に就いている者
で、経験年数３年以上
の者

勤務地 ２０時間 年２回

8月～10月 2月～3月

⑤更新研修
(実務経験者向け）

１年以内に有効期間の
満了を迎える者で、介
護支援専門員証の有効
期間中に実務に就いた
経験のある者

登録地 ５３時間 年１回

5月～10月 2月～3月

⑥更新研修
(実務未経験者向け）

１年以内に有効期間の
満了を迎える者で、介
護支援専門員証の有効
期間中に実務に就いた
経験の無い者

登録地 ４４時間 年１回

1月～3月 10月

⑦再研修 介護支援専門員証の有
効期間が満了した者
で、新登録証の交付を
受けようとする者

登録地 ４４時間 年１回

1月～3月 10月

⑧主任介護支援専門員
研修

十分な知識、経験を有
する介護支援専門員(５
年以上の従事期間等)

勤務地 ６４時間 年１回

10月～12月 7月～8月

注１）①、⑥、⑦の研修は、同一カリキュラムにより同時開催
注２）③、④の研修と⑤の研修は一体的に開催

平成２６年度介護支援専門員研修一覧
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介護支援専門員（ケアマネジャー）の更新について 

 平成１８年よりケアマネジャー（以下、ケアマネ）の資格は、５年の更新制となりました。更新するために

は、更新研修を受講する必要があります。更新にはケアマネ業務に従事の有無で、実務未経験者と実務経験者

の２種類に分かれています。また、実務経験者の方は専門研修（Ⅰ・Ⅱ）を受講することで更新することも可

能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ケアマネの業務に従事している（したことがある）方）

（ケアマネの業務に従事したことが無い方）

   ：はい 
   ：いいえ

実務経験者 

実務未経験者 

初めて専門員証の更新をする方 

専門員証（顔写真入り）

を持っていますか？ 

ケアマネの業務に就い

たことはありますか？ 

専門員証の有効期間は

まだありますか？ 

登録後５年経過し

ていますか？ 

ケアマネの業務に就く

予定はありますか？ 

専門員証の交付手続き

を行ってください。 
専門員証の交付により

専門員証の有効期間５

年での更新制となりま

す。 

再研修４４ｈを受講

してください。 

更新研修（未経験者

向け）４４ｈを受講

してください。 

ケアマネの業務に

就く際に専門員証

の交付を受けてく

ださい。（登録後

５年を経過してい

ますと、交付には

再研修４４ｈの受

講が必要です。） 

専門員証の有効期間が

１年以上ありますか？ 

６ヶ月以上ケアマネの

業務についています

か？ 

更新研修（実務経験者

向け）５３ｈを受講し

てください。 

専門研修Ⅰ３３ｈを受

講するには現に６ヶ月

以上の実務経験が必要

です。 

専門研修Ⅱ２０ｈを受講

することが出来ます。 

専門研修Ⅰ３３ｈを受講する

ことが出来ます。 

専門研修Ⅰを受講済で、ケアマネの

業務に３年以上就いている方。 
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前回更新時または専門員証の交付にあたり、更新研修（未経験者向け）、再研修を受講された方 

前回更新時に、更新研修（実務経験者向け）、専門研修Ⅰ・Ⅱを受講された方

専門員証の更新交付後に、

ケアマネの業務に就いて

いる。または、就いていた

ことがありますか？ 

専門員証の有効期間満了１年

未満の時に更新研修（未経験

者向け）４４ｈを受講してく

ださい。 

現在、ケアマネ業務に

３年以上就いていま

すか？ 

更新研修２０ｈを受講

してください。 
専門研修Ⅱ２０ｈを受講

することが出来ます。

専門員証の有効期間 
満了まで１年未満の方。 

専門員証の有効期間が

１年以上の方。 

専門員証の有効

期間満了まで１

年未満の方。 

専門員証の有効

期間が１年以上

の方。 

更新研修２０ｈを受講

してください。

専門研修Ⅱ２０ｈを

受講するには、現に３

年以上の実務経験が

必要です。 

再研修４４ｈを受講

してください。 

専門員証の有効期間が

１年以上ありますか？ 

６ヶ月以上ケアマネの業

務についていますか？ 

更新研修（実務経験者向け）

５３ｈを受講してください。

専門研修Ⅰ３３ｈを受講するには現

に６ヶ月以上の実務経験が必要です。 

専門研修Ⅱ２０ｈを受講

することが出来ます。 

専門研修Ⅰ３３ｈを受講する

ことが出来ます。 

専門研修Ⅰを受講済で、ケアマネの

業務に３年以上就いている方。 

ケアマネ業務の従事期

間がある方。 
ケアマネの業務に就いていないが、今後

はケアマネの業務に就く予定のある方。
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